
 

播磨町では、空家等バンクの登録を促進し、空き家の有効活用を推進することを目的として、空

家等バンク活用支援事業補助金を交付します。 

 

 １．補助金の交付要件 

区分 補助対象者 補助対象経費 

空家等バンク登録 

助成補助金 

空家等所有者 

（空家等バンクに登録された

空家等の所有者） 

所有権保存登記、表示登記、相続登記及びその他空家等

バンクに登録するために必要な不動産登記に関し、司法

書士及び土地家屋調査士等に支払った費用で、交付申請

日において登記完了日から３月以内のもの。ただし、登

録免許税を除く。 

空家等利活用支援 

補助金 

(１)空家等所有者 

(２)空家等利用者（空家等所

有者から空家等を購入又は賃

貸する者であって、空家等の購

入等に係る契約締結日から６

月を経過しない者。ただし、空

家等所有者の３親等以内の親

族を除く。） 

空家等所有者又は空家等利用者が実施する家財道具等の 

搬出処分、清掃、敷地内の除草又は木伐採に要した経費 

に関し、清掃事業者等の事業者へ支払った費用 

空家等利用者が空家等への引越しに要した経費に関し、

引越し業者又は運送業者に支払った費用 

 

  ※補助対象者は、以下の要件に該当すること 

【共通】 

（１） 法人でないこと 

（２） 暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者でないこと 

（３） 町税を滞納していないこと 

（４） 空家等所有者又は空家等利用者及びその配偶者が、住民税非課税者であること 

（５） 過去にこの補助対象事業による補助金の交付を受けたことがないこと 

【空家等所有者】 

  補助金の交付決定の日から継続して２年以上空家等バンクに登録するものであること 

【空家等利用者】 

   町に定住する意思を有し、補助金に係る空家等に居住すること 

 

２．補助金の額    

区分 補助金額 （※補助金の額の千円未満は切り捨て。） 

空家等バンク登録助成補助金 最大 １５万円 （補助対象経費の４分の３） 

空家等利活用支援補助金 

1.家財道具処分等 最大   ５万円 （補助対象経費の２分の１） 

2.引越し費用   最大   ５万円 （補助対象経費の２分の１） 



 

３．補助金交付申請手続き  

空き家バンク活用支援事業補助金交付申請書（様式第１号）と下記添付書類を提出 

（１） 空家等バンク登録助成補助金  事前に町と協議の上、不動産登記完了日から３か月以内に申請してください。 

ア 補助対象経費に係る領収書の写し 

イ 登記完了後の登記事項証明書の写し（土地及び建物） 

ウ 空家等所有者及びその配偶者の所得証明書（課税年度の１月１日現在町内に居住している場合を除く。） 

エ その他町長が必要と認める書類 

 

（２） 空家等利活用支援補助金  購入等に係る契約締結日から６か月以内に申請してください。 

ア 補助対象経費に係る領収書の写し 

イ 転居後の住民票の写し（空家等所有者を除く。） 

ウ 売買契約書又は賃貸借契約書の写し（空家等所有者を除く。） 

エ 事業を実施したことが分かる写真又はこれに代わる書類 

オ 空家等所有者又は空家等利用者及びその配偶者の所得証明書（課税年度の１月１日現在町内に居住してい

る場合を除く。） 

カ その他町長が必要と認める書類 

 

４．そ の 他 

偽りや不正な手段により補助金を受けたときは、交付した補助金を返還していただきます。 

 

★ご注意ください。 

この補助金は、申請受付期間内であっても、予算に達した時点で終了する場合がありますので、事前に担当課へお 

問い合わせください。 

 

 

 

 

 
 

 

お問い合わせ 
 播磨町役場 都市基盤部 都市計画課 〒675-0182 兵庫県加古郡播磨町東本荘 1丁目5-30 

TEL  079-435-2366   FAX  079-435-0592 
MAIL  keikaku@town.harima.lg.jp   HP はこちらからご覧ください → 


